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義務化の対象となるのは、 

「WBGT 28 度以上」 及び 「気温 31 度以上の環境下で連続

１時間以上又は 1 日４時間を超えて実施」 が見込まれる作業※ 

【スローガン】多様な仲間と 築く安全 未来の職場 

第 98 回「全国安全週間」が始まります Ⅰ 

花巻監督署    情報チャンネル 令和７年６月号 

シリーズ   健康情報 ③『熱中症』の巻  Ⅲ 

「暑気あたり」とも言われている熱中症ですが、昔の人達は、暑い日でもお茶を飲んだり（今で言う「暑熱順化」の一つですね）、休憩

時はしょっぱい物を食べたり（塩分補給）、昼寝をしたり（疲労回復）、という熱中症予防対策を自然にやっていたようです。 

熱中症になるパターンとして「若者は朝食を食べない、睡眠時間が短い」「年配者はアルコール」ということが要因の一つになっている

ようです。職場では、食生活、睡眠時間、アルコール摂取量・時間のチェック、確認を行うことも熱中症予防策になりますね。 

熱中症は様子を見ている間に重症化することがあります。熱中症による死亡事例では、初期症状の放置、対応の遅れが原因の最多とさ

れています。過去には、自宅に帰って朝起きたら亡くなっていたという事例も時々発生していますので、熱中症が少しでも疑われる場合

は、応急手当の後、躊躇せず救急車を呼び、早めに受診することで命を守ることができます。 

最新の「熱中症診療ガイドライン 2024」では、これまでⅠ度～Ⅲ度としてきた重症群の中に、さらに注意を要する最重症群が

あり、この最重症群を「Ⅳ度」として同定し、Active Cooling を含めた集学的治療を早急に開始することを提唱されています。 

併せて、深部体温の測定なしでも重症を予測する基準として「Qi 度」を提唱して、深部体温測定を推奨することとしています。 

2024 年熱中症死亡事例はこちら 

令和 7 年 6 月から「熱中症対策」が義務化されます Ⅱ 

厚生労働省 HP 

「熱中症関連情報」  

をご覧ください➡ 

改正労働安全衛生規則（安衛則 612 条の 2）により、職場の熱中症対策が、令和７年６月１日から事業者に義務付けられます。 

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、

「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務付けられます。 

パンフレットを 

ご覧ください 
初期症状の放置、対応の 

遅れが命にかかわる！ 

死亡や重篤化させないた

め、適切な対策を実施！ 

準備期間：6 月 1 日～6 月 30 日 

本 週 間：7 月 1 日～7 月 7 日 

（１）経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の

統一及び安全意識の高揚 

（２）安全パトロールによる職場の総点検の実施 

（３）安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料

の配布等の他、ホームページ等を通じた自社の安全活動等の

社会への発信 

（４）労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付 

職場見学等の実施による家族への協力の呼びかけ 

（５）緊急時の措置に係る必要な訓練の実施 

（６）「安全の日」の設定 

準備期間及び全国安全週間にふさわしい行事の実施 

会社、現場、工場などで以下の取組みをお願いします。 

見つける 判断する 対処する 

熱中症のおそれがある作業者を発見した場合に、

迅速かつ的確な判断が可能となるよう、 

① 緊急連絡網、緊急搬送先への連絡先・所在地等 

② 作業離脱,身体冷却,医療機関への搬送等,重篤化

を防止するために必要な措置の「実施手順の
作成」及び「関係作業者への周知」 

「熱中症の自覚症状がある作業者」や 

「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が 

その旨を報告するための 

「体制整備」 「関係作業者への周知」 

義
務
１ 

義
務
２ 

※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に

該当しない場合でも熱中症のリスクが高まるため、準

じた対応を推奨します。 

中災防 HP 

花巻監督署 

ZERO 災の日 

熱中症対策こちら ➡ 働く人の今すぐ使える熱中症ガイド 

https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/r7_neccyusho_strengthening_pamphlet.pdf
https://www.jisha.or.jp/campaign/anzen/
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001088388.mp4
https://neccyusho.mhlw.go.jp/
https://neccyusho.mhlw.go.jp/heatstroke/#sec01_04
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001088386.mp4
https://neccyusho.mhlw.go.jp/heatstroke/#sec01_02
https://neccyusho.mhlw.go.jp/heatstroke/#sec01_07
https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/r7_ministerial_ordinance_2.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001476789.pdf
https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/r7_ministerial_ordinance_2.pdf
https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/r7_neccyusho_strengthening_pamphlet.pdf
https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/r7_neccyusho_strengthening_pamphlet.pdf
https://www.jisha.or.jp/info/campaign/anzen/youkou.html
https://www.jisha.or.jp/info/campaign/anzen/youkou.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001476823.pdf
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/concour/2015/sakuhin5/images/n264_1.pdf
https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/r7_neccyusho_strengthening_pamphlet.pdf
https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/r7_neccyusho_strengthening_pamphlet.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/002255684.pdf
https://www.jisha.or.jp/campaign/anzen/
https://www.jisha.or.jp/campaign/anzen/
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/002209340.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/002209340.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/002209340.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133_00001.html
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Q 就業規則に規定があるけど、職場内で問題を発生させた労働者を懲戒処分するに至った場合の注意点は？  

A 懲戒処分をする場合、就業規則にその内容等を規定する必要があり（労基法第 89 条）、労働者への周知も必須です

（労基法第106 条）。懲戒として一般的には、訓告、けん責、減給、出勤停止、降格、懲戒解雇、諭旨解雇などの定

めをしているようですが、全て就業規則に基づき対応する必要があります。 

これらの処分には、「就業規則該当性（罪刑法定主義）」「不遡及の原則」「一事不再理の原則（二重処分禁止）」「処分相当性の原則」

「平等取扱いの原則」「処分手続きの適正」が求められ、事案の態様・被害の程度、初犯・反復性・悪質性、会社の指導教育の状況等々

により合理的な理由によって処分の適否が判断されることが一般的です（※処分の適否や正当･不当に関しては民事上の争いとなり、労

働局の個別労働紛争解決制度が活用できます）。 

特に注意が必要なのは、「解雇」の場合ですが、労基法第３条、第 19 条、第 104 条のほか、労働組合法や男女雇用機会均等法、パー

トタイム労働法、公益通報者保護法などでは、解雇が禁止される場合もあります。 

最も重い処分となる「懲戒解雇」であっても、労基法第 20 条に基づく手続き（解雇の予告又は解雇予告手当の支払い）が必要です

（※労働者にその原因がある場合には、所轄労基署長の解雇予告除外認定を受ける必要がある）。 

さらに、労働契約法第 16 条では「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当

であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とする」という

「解雇権乱用の法理」がありますので、解雇の判断は特にも慎重に考える必要があり

ます。 こちらご参照ください➡ 

「適切な労務管理のポイント」 

製造業のみなさまへ 労働災害防止対策を確実に！ Ⅴ 

労働基準法 よくある相談  ⑪『懲戒処分』 Ⅵ 

花巻監督署管内で、製造業の労働災害は、全産業で最多です（花巻監督署からのお知らせ「労働災害統計」参照）。 

災害パターンでは「転倒」「動作の反動・無理な動作」「挟まれ・巻き込まれ」「切れ・こすれ」が多く、全体の約７割を占めています。 

また、フォークリフトの使用において、必要な安全対策が行われていない状況も多く、安全対策の徹底が求められます。 

以下の事項について、全国安全週間（準備月間）に点検を行い、必要な対策を確実に実施しましょう。 

小売業のみなさまへ 労働災害防止の取組みをお願いします！ Ⅳ 

小売業は、製造業、建設業、運送業に次ぐ多発業種で、減少傾向がみられません（花巻監督署からのお知らせ「労働災害統計」参照）。 

以下の事項についてご留意の上、積極的な安全衛生対策を推進しましょう！（画像をクリックするとリンク先が開けます。） 

小売業の事業者向け各種資料 厚生労働省 HP 

リスクアセスメントの実施支援システム（職場のあんぜんサイト） 

労働災害を減少させた好事例の紹介 

雇入れ時等の安全衛生教育動画（無料） 

多店舗展開企業（小売業）でのリスクアセスメントマニュアル、「本社・

本部が行う簡易的なリスクアセスメントの導入ポイント（小売業）」 

小売業のリスクアセスメント導入促進マニュアル 

小売業における危険の「見える化」 

小売業災害事例動画入（パワーポイント） 

安全な店舗づくりの進め方～４S 活動で転倒・転落災害を防ぎましょう 

小売業における労働災害防止のために～転倒、転落災害および荷によ

る災害を防ぎましょう～ 

商業（卸売・小売業）における派遣労働者に係る安全衛生管理マニュアル 

小売業・飲食店における労働災害防止の進め方 

小売業における労働災害防止のポイント 

第 14 次労働災害防止計画の自主点検 にご協力をお願いします（花巻監督署からのお知らせ ➡ 第 14 次労働災害防止計画） 

NO 点検項目 点検結果 

１ 
転倒予防対策（４S 活動、転倒予防体操、危険マップ作成、リスク

アセスメント等）に取り組んでいるか 
 

２ 
腰痛予防対策（エイジフレンドリーガイドライン＝高年齢労働者

の安全と健康確保）に取り組んでいるか 
 

３ 
「挟まれ・巻き込まれ防止」「切れ・こすれ防止」のためリスクア

セスメントを実施しているか 
 

４ 
機械の安全カバーは適切に取り付けているか、外されたり、壊れ

たままになっていないか 
 

５ 安全装置（リミットスイッチ等）は確実に作動するか  

６ 化学物質対策（リスクアセスメント等）を行っているか  

７ 
フォークリフトの安全対策（用途外使用禁止、作業計画の周知、

立入禁止、接触防止、無資格就労防止等）を行っているか 
 

 

２ 転倒災害の予防 

（危険マップの作成とリスクアセスメントの実施、転倒予防体操の導入、

４S 活動、安全教育の実施等） 

１ 安全管理者、安全衛生推進者（安全推進者）等の選任、活動の活性化 

「安全推進者の配置等に係るガイドライン」 

３ 商品･荷物等の運び方･作業姿勢に注意（腰痛予防） 

（適切な作業姿勢、腰痛予防チェックリスト、エイジフレンドリーガイドライン） 

４ 脚立の安全な使用 

（脚立の天板に上がらない、脚立をまたいで使用しない、作業は複数で） 

５ 手指の切れ、機械の巻き込まれ 

（カッター等の取扱い、食品加工機械の取扱い方法に関する安全教育、安

全カバー・安全装置の点検・掃除の際は停止等） 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000118978.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001244656.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/hanamakikantokusyo/saigaitoukei.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/hanamakikantokusyo/saigaitoukei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053858.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053858.html
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/risk/risk_index.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/hanamakikantokusyo/anzeneisei_forklift.html
https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/doc/houkoku/2020_03/houkoku_2020_03.pdf#zoom=100
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44822.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000110454_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000110454_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000211909.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000058407.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046258.html
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/110902-1.html
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/120221-1.html
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/120221-1.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei29/101130-1.html
https://www.mhlw.go.jp/content/retailstore_202311_1.pdf
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/120528-00.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/hanamakikantokusyo/anzeneisei_saiboukeikaku.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/hanamakikantokusyo/anzeneisei_saiboukeikaku.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/001885789.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/001885789.pdf
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo99_1.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001465336.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001465054.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000815416.pdf
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/170322-1.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44822.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/130606-3.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/130606-3.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001244656.pdf
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令和６年の労働災害で最多は「転倒」ですが、次に多いのが「動作の反動、無理な動作」（※主として腰痛）となっており、作業行動に起因

する労働災害防止対策として、安全作業手順の作成や教育、リスクアセスメント等のほかにもできることがあります。 

岩手産業保健総合支援センターでは、転倒予防・腰痛予防の職場訪問支援サービス（無料支援）を行っていますので、ご利用ください。 

災害多発第２位「動作の反動、無理な動作」をどう防ぐ？ Ⅶ 

死亡災害事例から学ぶ安全対策（その２） Ⅷ 

第 14 次労働災害防止計画期間中（令和５年～６年）、花巻監督署管内の死亡災害は９件、岩手県内では 21 件となっています。 

前第 13 次労働災害防止計画期間中（平成 30 年～令和４年）、岩手県内で発生した死亡災害（83 件）の分析結果から、再発防止対策を

探ってみましょう。 

※ご利用が込み合うことが予想されますので、ご利用を希望される場合は、

申込み前に岩手産業保健総合支援センター（019−621−5366）にお問い

合わせください。 

予防の１手目として、「体力測定」をやってみましょう！ 

エイジフレンドリー補助金も活用！ 

セルフチェック票 

実施マニュアル 

転倒防止・腰痛予防の職場訪問支援サービスのご案内  

https://www.iwates.johas.go.jp/tento-yotsu/
https://www.iwates.johas.go.jp/tento-yotsu/
https://www.iwates.johas.go.jp/tento-yotsu/
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001690874.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001690874.pdf
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101006-1a_07.pdf
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101006-1a_07.pdf
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岩手労働局 花巻労働基準監督署 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【労働衛生対策に関する研修】 

６月 産業医との効果的な連携と活用、衛生委員会の活性化 

７月 女性特有の健康課題への取組み（※産業保健スタッフ対象） 

８月 管理栄養士による栄養指導、理学療法士による運動指導 

８月 産業看護職向け スキルアップ研修 

９月 アルコール依存症対策、禁煙対策 

10 月 衛生管理者の実務研修 

 

  
登録されている教習機関ではない法人名で、技能講習修了証に類

似するものが発行されていることが確認されました。 

過去にも、技能講習修了証の偽造事案が確認されています。一定

の資格等が必要な作業に従事させる場合は、技能講習修了証など有

資格者であることを証明するものの原本確認を必ず行いましょう！ 

 

産業保健に関する研修のご案内 Ⅹ

技能講習修了証の偽造に注意！ Ⅺ 労働保険の年度更新をお早めに！ Ⅻ

（千葉労働局の HP にリンク） 

この助成金は
設備投資により生産性

を向上させ、「事業場

内で最も低い賃金（事

業場内最低賃金）」の

引き上げを図る中小企

業・小規模事業者を支

援する助成金です。

助成率最大80％最大600万円

手作業で行っていた作
業について機械を導入
することによって業務
が効率化する、などの
投資が該当します。詳
しくは交付要綱、交付
要領をご覧ください。

令和７年
４月改訂版賃金引上げ

を考えるなら

を活用しませんか？

申請締切り

■第1期…4/14㊊～6/13㊎

（←5/1～6/30の賃上げ）

■第2期…6/14㊏～県最低賃金改正の前日
（7/1～県最低賃金改正の前日までの賃上げ）

 土日祝でも電子申請（J-GRANTS)が可能です。

設備投資って？

業務改善助成金
岩手産業保健総合支援センターでは、産業保健（労働衛生）等に

関する研修会を開催しています。 

受講は無料、会場に赴き参加するほか、WEB でも参加できます。 

６月～10 月の研修会は以下の予定です。 

【メンタルヘルス対策に関する研修】 

６月 メンタル不調者の職場復帰支援について学ぶ（その１） 

７月 ギャンブル依存症（行動症）対策 

８月 メンタルヘルスの基礎知識 

メンタル不調者の職場復帰支援について学ぶ（その２） 

９月 自殺予防対策、おとなの発達障害の理解と支援 

メンタル不調者の職場復帰支援について学ぶ（その３） 

10 月 メンタル不調者の治療と仕事の両立支援 

若年層のメンタルヘルス、ストレスチェックの活用と職場改善 

詳しくは、 

岩手産業保健総合支援センター 

HP をご覧ください。 

「研修のご案内」 

◆ 申告書の書き方 

◆ よくある質問（Q&A） 

◆ 様式、申告書計算支援ツール 厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

 

業務改善助成金をご活用ください！ Ⅸ 
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